
市報まつうら　令和3年 7月号 　12　　

      採用試験について
政策企画課人事係☎ 0956-72-1111　内線 303・323

※試験場所については、変更になる場合があります。

※　試験職種「土木」②③の受験資格者の試験日時、場所等については、上記によらず申込書を受け付け
　　た後に別途お知らせします。

４．受験手続および受付期間

※試験職種「土木」②③の受験資格者に係る受付は、この告示に係る試験による最終合格者として登載　
　される任用候補者名簿上の必要数に達した場合は、予告なく終了することがあります。

５．合格から採用まで
　①この試験の最終合格者は、職種ごとに任用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定されます。
　　採用予定日は、令和 4年 4月 1日です。
　②受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。
６．給与　　松浦市職員の給与に関する条例に基づいて支給されます。

試　験 日　時 場　所 発　表

第一次試験

9 月 19 日（日）　
入室開始　9時 
着　席　　9時 40 分
教養試験（全職種）10 時～ 12 時
専門試験
（行　政）13 時～ 15 時
（土　木）13 時～ 14 時 30 分
適性検査
（一般事務） 12 時 20 分～ 12 時 30 分
職場適応性検査
（一般事務）12 時 40 分～ 13 時
（土　木）14時 50 分～ 15 時 10 分
（行　政）15時 20 分～ 15 時 40 分

長崎県立大学（佐世保校）
佐世保市川下町 123
☎ 0956-47-2191

※駐車場がありません
　ので公共交通機関を
　利用してください。

　合格者の受験番号
を令和 3 年 10 月中
旬以降に市役所・各
支所・各出張所に掲
示、松浦市役所ホー
ムページに掲載する
ほか合格者に文書で
通知します（不合格
者には通知しませ
ん）。

第二次試験 第一次試験合格通知の際にお知らせします。

受付期間

8 月 2 日（月）から 20 日（金）（試験職種「土木」②③の受験資格者は、7月 12 日（月）か
ら令和 4年 1月 31 日（月）まで）の 8時 30 分～ 17 時 15 分（市役所閉庁日を除く）
郵送の場合は、8月 20 日（金）（試験職種「土木」②③の受験資格者については、令和 4

年 1月 31 日（月））までの消印有効

申込書
請求先

　申込書は、松浦市役所政策企画課、福島支所、鷹島支所で交付します。
郵便で請求する際は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書し、120 円切手を貼っ

たあて先明記の返信用封筒（角形 2号／ 33 ｃｍ× 24 ｃｍ）を同封してください。
〒 859-4598（住所不要）松浦市役所政策企画課人事係あて

申込方法

（ア）　申込書には必要事項を記入し、松浦市役所政策企画課人事係へ提出のうえ、受験票を
　　　受け取ってください。
（イ）　申込書を郵送される方は、封書（簡易書留扱い）にしてください。なお、郵便はがき
　　　欄にあて先を明記し、63 円切手を貼ってください。
（ウ）　申し込みの際は、必ず申込書に写真を貼ってください。写真は申し込み前 6か月以内　
　　　に、帽子をかぶらないで正面から上半身を撮影したもので、本人とはっきりわかるも
　　　の（縦 5.5cm、横 4.5cm程度）。写真がない場合は受け付けできません。

個人情報
の取扱い

　申込者及び第一次試験合格者から取得する個人情報は、松浦市の職員を採用するという目
的を達成するために利用するものであり、職員採用に係る業務に必要な範囲でしか利用しません。
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                                                         令和３年度　松浦市職員        
松浦市の職員採用試験を次のとおり行います。

1．試験職種、採用予定及び受験資格

※次の各号の一つに該当する者は受験できません。
①日本国籍を有しない者　　　②地方公務員法第 16 条各号のいずれかに該当する者

2．試験の方法

 ※　試験職種「土木」②③の受験資格者は、先行して職場適応性検査及び作文試験を実施し、後日面接試
　　 験及び身体検査を実施します。
３．試験の日時、場所および発表
　　右のページの表をご覧ください。

試験区分 試験職種 採用予定数 受　　験　　資　　格

大学卒業程度 行　　政 若干名 平成 4年 4月 2日から
平成 12 年 4月 1日までに生まれた者

住所は問いませんが、
市職員として採用後、
本市内に居住できる者

高校卒業程度 一般事務 若干名 平成 12 年 4月 2日から
平成 16 年 4月 1日までに生まれた者

高校卒業程度 土　　木 若干名

①平成 4年 4月 2日から
　平成 16年 4月 1日までに生まれた者
②昭和 61年 4月 2日以降に生まれた者　
で 2級土木施工管理技士の資格を有する者

③昭和 56年 4月 2日以降に生まれた者
で 1級土木施工管理技士の資格を有する者

試験等の種目 試験等の内容

第
一
次
試
験　

教　養　試　験
（　全　職　種　）
※試験職種土木②③　
の受験資格者は免除

公務員として必要な一般的知識及び知能についての多肢選択式による
筆記試験（時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに文章理解、
判断・数的推理、資料解釈に関する能力）

専　門　試　験
（　行　　　政　）

　行政職に必要な専門的知識、能力についての多肢選択式による筆記
試験（試験問題の出題分野：政治学、行政学、憲法、行政法、民法、
経済学、財政学、社会政策及び国際関係）

専　門　試　験
（　土　　　木　）
※試験職種土木②③　
の受験資格者は免除

　土木職に必要な専門的知識、能力についての多肢選択式による筆記
試験（試験問題の出題分野：数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学
（構造力学、水理学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学
及び土木施工）

事務適性検査
（一　般　事　務）

　単純な計算や文字の照合、分類等の比較的簡単な問題を数多く回答
する多肢選択式による検査

職場適応性検査
（全　職　種） 職場への適応性を職務や対人関係に関連する性格の面からみる検査

第
二
次
試
験

作　文　試　験 　職務遂行に必要な思考力、判断力、構成力等についての作文試験

面　接　試　験 　人柄等についての個別面接又は集団面接による試験

身　体　検　査 　胸部疾患の有無、その他職務遂行に必要な健康度の有無の検査
（医療機関の健康診断書の提出を求め、身体検査にかえます）


